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公示日：2025年 4 月 2日（水） 

調達管理番号：25a00100 

国名：ベトナム 

担当部署：人間開発部保健第二グループ保健第三チーム 

調達件名：ベトナム国遠隔技術を活用した医療人材能力向上体制強化プロジェ

クト（遠隔医療 ITシステム開発） 

適用される契約約款： 

・「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務

（役務）が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引と

しますので、最終見積書において、消費税は加算せずに積算してください。（全費目不課

税） 

 

1. 担当業務、格付等 

（1） 担当業務 ：遠隔医療 ITシステム開発 

（2） 格 付  ：3号 

（3） 業務の種類：専門家業務 

 

2. 契約予定期間等 

（1） 全体期間：2025年 5月下旬から 2027 年 5月下旬  

（2） 業務人月：10.47 

（3） 業務日数：  

・ 第 1次 準備業務 2日、現地業務 81日、整理業務 1日 

・ 第 2次 準備業務 1日、現地業務 89日、整理業務 1日 

・ 第 3次 準備業務 1日、現地業務 89日、整理業務 1日 
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・ 第 4次 準備業務 1日、現地業務 40日、整理業務 2日 

本業務においては複数回の渡航により業務を実施することを想定しており、

第 1 次現地業務を除いては具体的な調査業務日程は提案が可能です。現地業務

期間等の具体的条件については、「10．特記事項」を参照願います。  

 

（４）前金払の制限 

本契約については、契約履行期間が１２ヵ月を越えますので、前金払の上限

額を制限します。 

具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの

上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記（１）の契約履行期

間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきまし

ては、契約交渉の場で確認させていただきます。 

１）第１回（契約締結後）：契約金額の２０％を限度とする。 

２）第２回（契約締結後 13ヵ月以降）：契約金額の２０％を限度とする。 

 

（５）部分払いの設定1 

本契約については、１会計年度に１回部分払いを設定します。具体的な部分

払いの時期は、契約締結時に確認しますが、以下を想定します。 

１）2025年度（2026年 1月頃） 

２）2026年度（2027年 1月頃） 

 

3. 簡易プロポーザル等提出部数、期限、方法 

（1） 簡易プロポーザル提出部数：1部 

 
1 各年度の進捗に伴う経費計上処理のため、実施済事業分に相当した支払を年度ごとに行う必要がありま

す。 
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（2） 見積書提出部数：1部 

（3） 提出期限：2025年 4 月 16日（水）（12時まで） 

（4） 提出方法：国際キャリア総合情報サイト PARTNER を通じて行います。

（https://partner.jica.go.jp/） 

具体的な提出方法は、JICA ウェブサイト「コンサルタント等契約の応募

者向け 国際キャリア総合情報サイト PARTNER 操作マニュアル」をご参

照ください。 

（ https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8

D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5

%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf） 

 

 

✧ 提出方法等の詳細については JICAホームページ内の以下をご覧ください。 

「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」2024 年最

新版の「別添資料 11  業務実施契約（単独型）公示にかかる競争手続き」 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html 

 

なお、個人の資格で競争に参加する場合、簡易プロポーザル提出５営業日前

までに所定の競争参加資格審査申請書の提出が必要です。 

 

✧ 評価結果の通知：2025年 4 月 25日（金）までに個別通知 

提出されたプロポーザルを JICAで評価・選考の上、契約交渉順位を決定しま

す。 

 

✧ 評価結果説明の取り止め： 2023 年 6 月 30 日のお知らせに掲載

（ https://www.jica.go.jp/about/announce/information/consultant/2023/20230

630.html）のとおり、2023 年 7 月以降の単独型公示については評価結果の

説明を取り止めます。

 

https://partner.jica.go.jp/
https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf
https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf
https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html
https://www.jica.go.jp/about/announce/information/consultant/2023/20230630.html
https://www.jica.go.jp/about/announce/information/consultant/2023/20230630.html
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4. 簡易プロポーザル評価項目及び配点 

（1） 業務の実施方針等： 

1 業務実施の基本方針 16点 

2 業務実施上のバックアップ体制 4点 

（2） 業務従事者の経験能力等： 

1 類似業務の経験 46点 

2 対象国・地域での業務経験                                   12点 

3 語学力  8点 

4 その他学位、資格等 14点 

（計 100点） 

類似業務経験の分野 遠隔医療 ITシステムにかかる各種業務 

対象国及び類似地域 ベトナム及び全途上国 

語学の種類 英語 

 

5. 条件等 

（1） 参加資格のない社等：「ベトナム国遠隔技術を活用した医療人材能力向上

体制強化プロジェクト」に従事している者（コンサルタントもしくは長期

専門家）。 

（2） 必要予防接種：特になし  

  

6. 業務の背景 

ベトナムでは、経済成長に伴い平均寿命も年々延伸しているが、都市部と地方

部との間の医療格差が指摘されている。とりわけ、北部内陸・山岳地域では、下

位医療機関の医療サービスの質が不十分であるため、上位医療機関の患者集中が

慢性的な課題となっている。このような状況の中、上位医療機関から下位の医療
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機関への知見や経験の共有、助言・指導を効率的に行える遠隔医療の活用に期待

が寄せられており、ベトナム保健省は、「2025 年までのヘルス・デジタルトラン

スフォーメーションプログラム及び 2030年までの方針」（2020年）で、遠隔診療

等に係る社会認識の変革、法整備、物理的インフラ整備、電子的なプラットフォ

ームの構築等を掲げた。更に、中期開発計画にあたる「人々の健康の保護・ケ

ア・促進に係る 2025年までの計画」（2023年）では、「公平で質が高く、効果的

で持続可能な保健システムの開発」を目標に、パイロット事業を通じて、診断治

療の質の改善方法として IT の活用を推進し、保健医療分野におけるデジタルトラ

ンスフォーメーションの実現を促進している。  

JICA はベトナム政府の要請を受け、2024 年 7 月から 5 年間の予定で「遠隔技術

を活用した医療人材能力向上体制強化プロジェクト」（以下、「本プロジェク

ト」）を開始し、長期専門家２名（チーフアドバイザー、業務調整）の他、必要

な時期に技術分野（遠隔医療 IT システム開発、遠隔医療臨床診断/治療）の短期

専門家を派遣して支援を行っている。本プロジェクトでは、イェンバイ省の 2 郡

を対象郡とした医師間（D to D: Doctor to Doctor）の遠隔医療にかかるパイロ

ット活動を通じて、保健省医療サービス局（Medical Service Administration: 

MSA）とともにベトナム国全体の遠隔医療に係る政策・方策の整備に取り組んでい

る。また、対象医療施設での遠隔医療の実施、遠隔医療に関する知見共有の拡大

を行うことにより、イェンバイ省及び保健省の医療人材の能力強化を図っている。  

遠隔医療 IT システム開発については、2024 年 11 月 6 日から同年 12 月 12 日ま

で、短期専門家（以下、「前専門家」）を派遣し、対象地域における施設の通信、

ITインフラの状況を確認するとともに、遠隔医療 ITプラットフォーム導入に向け

情報収集が行われ、介入案が提言された。今後、本介入案をもとに、MSA と合意

を得たうえで、遠隔医療技術支援、すなわち遠隔医療 IT システム導入計画の策定、

機材発注支援等の技術支援、プラットフォーム導入、導入後の技術的フォローの
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ため、専門的な知識と経験を有した人材による支援が必要なことから、本専門家

を派遣するものである。 

7. 業務の内容 

本業務従事者は、当該プロジェクト専門家として「遠隔医療 IT システム開発」

分野を担当し、イェンバイ省での遠隔医療パイロット活動を実践するうえで、前

専門家により提案された遠隔医療 IT プラットフォーム導入計画を検証・確認し、

カウンターパートの協議・合意を得たのち、計画に基づきプラットフォーム導入、

導入後の活用トレーニングの実施、導入後の技術フォローを行う。対象郡はイェ

ンバイ省イェンビン郡とルックイェン郡を予定しているおり、対象施設はイェン

バイ省総合病院、対象郡 2 郡の医療施設（郡保健センター、ポリクリニック、コ

ミューンヘルスセンター）となる。 

（1） 準備業務（2025年 5月下旬） 

1 既存の本プロジェクト関連 JICA 報告書（前専門家の業務完了報告書を含

む）、他ドナー報告書、ベトナム政府作成の関連報告書、政令・法令等及び

必要に応じて関連民間企業の動向を理解し、ベトナムにおける保健医療 ITエ

コシステム全体像を確認する。その上で対象地域及び施設の遠隔医療システ

ム開発・導入の現状と課題を把握する。また、JICA 民間連携事業を含む類似

協力も参照する。  

2 JICA 人間開発部、JICA ベトナム事務所及び現地プロジェクト専門家チーム

と連絡・調整の上、現地における業務内容を整理する。 

3 業務実施計画書（和文・英文）を JICA人間開発部へ提出する。 

（2） 第 1 次現地業務（2025 年 5 月下旬～2025 年 8 月下旬の 81 日間、プロジェ

クトの進捗状況に応じて出発日が 6月上旬にずれ込む可能性あり） 

1 現地業務開始時に、JICA ベトナム事務所、現地プロジェクト専門家チーム、

カウンターパート（C/P）機関（保健省 MSA、イェンバイ省保健局、イェンバ
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イ省総合病院）に業務実施計画書を提出し、業務計画を説明・協議する。 

2 前専門家派遣時に作成された遠隔医療の実施に係るデジタルアーキテクチャ

ー案（前専門家の業務完了報告書参照）についてベトナム保健省と協議し、

ベトナムの保健医療 IT エコシステムの中で本プロジェクトの遠隔医療パイ

ロット活動の目指す方向性を確認する。 

3 システム要件定義書、システムの設計書、マニュアル等遠隔医療 IT システ

ム操作に必要なドキュメントについて、C/P と協議した上で定義し、C/P の

ドキュメント作成を支援し、プロジェクト専門家チーム等の関係者に作成さ

れた資料を共有する。 

4 パイロット活動対象医療施設における VPN 導入に伴うネットワークのデザイ

ン、各機材の仕様の確認を行い、機材導入計画を策定し関係者と協議する。 

5 ネットワーク設置の詳細を現地プロジェクト専門家チーム、カウンターパー

トと協議をし、計画を立案する。 

6 必要機材の発注手続きの準備及び発注支援を行う。 

7 V-Telehealthや PACS活用等の遠隔診療活用トレーニングの実施計画を立て、

現地プロジェクト専門家チーム、C/P 機関（保健省 MSA、イェンバイ省保健

局、イェンバイ省総合病院）と内容について協議し合意を得る。 

8 プロジェクト ITオフィサーの雇用にかかる技術的な側面の支援を行う。 

9 現地業務完了に際し、第 1 次現地業務結果報告書（英文）を作成し、C/P 機

関（保健省 MSA、イェンバイ省保健局、イェンバイ省総合病院）、JICA ベト

ナム事務所、現地のプロジェクト専門家チームに提出し、報告する。 

10 JICA ベトナム事務所、現地のプロジェクト専門家チームと第 2 次現地業務の

活動計画等について打ち合わせを行う。 

（3） 第 1次整理業務（2025 年 9月上旬） 

第 1次現地業務結果報告書（和文）を作成し、JICA人間開発部に報告する。 
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（4） 第 2 次準備業務（2026 年 2 月中旬～2026 年 2 月下旬、プロジェクトの進捗 

状況に応じて変更の可能性あり） 

JICA 人間開発部、JICA ベトナム事務所及び現地プロジェクト専門家チームと連

絡・調整の上、現地における業務内容を整理する。 

（5） 第 2 次現地業務（2026 年 3 月上旬～2026 年月 5 月下旬、プロジェクトの進

捗状況に応じて変更の可能性あり） 

1 現地業務開始時に、JICA ベトナム事務所、現地プロジェクト専門家チーム、

C/P 機関（保健省 MSA、イェンバイ省保健局、イェンバイ省総合病院）に業

務実施計画書を提出し、業務計画について説明、協議する。 

2 納品された機材を確認し、各機材の動作確認を行う。関係業者や C/P と機

材の導入に関する技術的調整、指導を行う。 

3 ネットワーク設置に必要時立ち合い、関係業者や機材導入対象施設のシス

テム担当者等に必要な技術的指導を行う。 

4 V-Telehealthや PACSを含む遠隔診療システム全体が前出のデジタル・アー

キテクチャに沿って設置され、機能していることを確認する。 

5 V-Telehealthや PACSを活用した遠隔診療にかかるトレーニング資料（IT部

分）を短期専門家(遠隔医療臨床診断/治療)や現地プロジェクト専門家チー

ムと相談しつつドラフトする。 

6 現地業務完了に際し、第 2 次現地業務結果報告書（英文）を C/P 機関（保

健省 MSA、イェンバイ省保健局、イェンバイ省総合病院）、JICA ベトナム

事務所、現地のプロジェクト専門家チームに提出し、報告する。 

7 JICA ベトナム事務所、現地のプロジェクト専門家チームと第 3 次現地業務

の活動計画等について打ち合わせを行う。 

 

（6) 第 2 次整理業務（2026 年 6 月上旬～2026 年 6 月中旬、プロジェクトの進
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捗状況に応じて変更の可能性あり） 

第 2 次現地業務結果報告書（和文）を作成、JICA 人間開発部に提出し、報告す

る。 

(7) 第 3 次準備業務（2026 年 6 月下旬～2026 年 7 月上旬 プロジェクトの進捗

状況に応じて変更の可能性あり） 

JICA 人間開発部、JICA ベトナム事務所及び現地プロジェクト専門家チームと連

絡・調整の上、現地における業務内容を整理する。 

(8) 第 3 次現地業務（2026 年 7 月上旬～2026 月 10 月上旬、プロジェクトの進捗

状況に応じて変更の可能性あり） 

1 現地業務開始時に、JICA ベトナム事務所、現地プロジェクト専門家チー

ム、C/P 機関（保健省 MSA、イェンバイ省保健局、イェンバイ省総合病

院）に業務実施計画書を提出し、業務計画について説明・協議する。 

2 第 2 次現地業務で作成した遠隔医療システム活用トレーニング資料をもと

に、プロジェクト専門家チームと共にイェンバイ省総合病院、対象郡 2 郡

の医療施設の担当者にトレーニングを実施する。 

3 実施したトレーニングの評価を行い、必要に応じてトレーニング資料を修

正する。 

4 導入された遠隔医療システムのトラブルや課題を把握し、解決策の協議を

C/P機関、専門家チームと実施するとともに、技術的助言を行う。 

5 現地業務完了に際し、第 3 次現地業務結果報告書（英文）を C/P 機関（保

健省 MSA,イェンバイ省保健局、イェンバイ省総合病院）、JICA ベトナム事

務所、現地のプロジェクト専門家チームに提出し、報告する。 

6 JICAベトナム事務所、現地のプロジェクト専門家チームと第 4次現地業務

の活動計画等について打ち合わせを行う。 

(9) 第 3次整理業務（2026 年 10月中旬～2026年 10月下旬） 
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第 3 次現地業務結果報告書（和文）を作成し、JICA 人間開発部に提出、

報告する。 

(10) 第 4 次準備業務（2027 年 3 月上旬～2027 年 3 月中旬、プロジェクトの進捗

状況に応じて変更の可能性あり） 

JICA 人間開発部、JICA ベトナム事務所及び現地プロジェクト専門家チー

ムと連絡・調整の上、現地における業務内容を整理する。 

(11) 第 4次現地業務（2027 年 3月中旬～2027年 4月下旬） 

1 現地業務開始時に、JICA ベトナム事務所、現地プロジェクト専門家チー

ム、C/P 機関（保健省 MSA、イェンバイ省保健局、イェンバイ省総合病院）

に業務実施計画書を提出し、業務計画について説明、協議する。 

2 遠隔医療システム導入後のフォローを行い、技術的指導を行う。 

3 必要に応じて追加的なトレーニングを計画・実行し、評価する。 

4 現地業務完了に際し、第 4 次現地業務結果報告書（英文）を C/P 機関（保

健省 MSA,イェンバイ省保健局、イェンバイ省総合病院）、JICA ベトナム事

務所、現地のプロジェクト専門家チームに提出し、報告する。 

(12) 第 4次整理業務（2027 年 4月下旬～2027年 5月下旬） 

専門家業務完了報告書（和文）を JICA人間開発部に提出し、報告する。 

 

8. 報告書等 

業務の実施過程で作成、提出する報告書等は以下のとおり。なお、報告書を

作成する際には、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に

関するガイドライン」を参照願います。

（1） 業務実施計画書（和文・英文） 

現地業務期間中に実施する業務内容を関係者と共有するために作成。業務の

具体的内容（案）などを記載。和文・英文で作成し、JICA 人間開発部、JICA
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ベトナム事務所、現地プロジェクト専門家チーム、C/P 機関（保健省 MSA、イ

ェンバイ省保健局、イェンバイ省総合病院）へ電子データを提出する。 

 

（2） 第 1次～第 4次現地業務結果報告書 

現地業務期間中に実施した業務内容を関係者と共有するために作成。各現地

業務期間終了時。和文及び英文。JICA 人間開発部、JICA ベトナム事務所、現

地プロジェクト専門家チーム、C/P 機関（保健省 MSA、イェンバイ省保健局、

イェンバイ省総合病院）へ電子データを提出する。 

・英文 4 部（JICA 人間開発部、JICA ベトナム事務所、プロジェクト専門家チ

ーム、C/P機関へ各 1部） 

・和文 3 部（JICA 人間開発部、JICA ベトナム事務所、プロジェクト専門家チ

ームへ各 1部） 

ただし、第 4次現地業務結果報告書（和文）は（３）専門家業務完了報告書

をもって代えることとする。また、第 4次現地業務結果報告書（英文）には以

下を盛り込み、C/P機関への最終報告書として内容を取り纏めることとする。 

（3） 専門家業務完了報告書（和文） 

2027年 5月下旬までに提出。 

業務完了報告書（和文）を、JICA 人間開発部に電子データで提出し、報告する。 

 

9. 見積書作成に係る留意点 

本公示の積算を行うにあたっては、「コンサルタント等契約における経理処理

ガイドライン」最新版の「ⅩI．業務実施契約（単独型）」及び「別添資料２ 報

酬単価表」を参照願います。 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html 

 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html
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留意点は以下のとおりです。 

（1） 航空賃及び日当・宿泊料等 

航空賃及び日当・宿泊料等は契約に含みます（見積書に計上して下さい）。 

効率的かつ経済的な経路、航空会社を選択いただき、払戻不可・日程変更不可

等の条件が厳しい正規割引運賃を含め最も経済的と考えられる航空賃を見積もっ

てください。 

 

10. 特記事項 

（1） 業務日程／執務環境 

1  現地業務日程 

「７．業務の内容」に記載の現地業務期間に応じて提案してください。但

し、業務人月及び、渡航回数は「２．契約予定期間等」に記載の数値を上

限とします。 

2  現地での業務体制 

本業務に係るプロジェクト専門家チームの構成は以下のとおりです。  

チーフアドバイザー（長期派遣専門家）  

業務調整（長期派遣専門家）  

遠隔医療臨床診断/治療 1（短期派遣専門家：派遣予定調整中）  

遠隔医療臨床診断/治療 2（短期派遣専門家：派遣予定調整中） 

3  便宜供与内容 

1） 空港送迎：あり 

2） 宿舎手配：あり 

3） 車両借上げ：あり（ハノイ市～イェンバイ省の移動及びイェンバイ省

内移動） 

4） 通訳傭上：あり（日本語／英語-ベトナム語） 

5） 現地日程のアレンジ：あり 

6） 執務スペースの提供：あり（ハノイ：プロジェクトオフィス（保健省
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近隣）、イェンバイ省：イェンバイ省総合病院敷地内執務スペース） 

 

（2） 参考資料 

1 本業務に関する以下の資料を JICA 人間開発部保健第二グループから配付し

ますので、hmge2@jica.go.jp宛にご連絡ください。 

・ベトナム国遠隔技術を活用した医療人材能力向上体制強化プロジェクト

（遠隔医療 ITシステム開発）専門家業務完了報告書（和文） 

・ベトナム国遠隔技術を活用した医療人材能力向上体制強化プロジェクト

（遠隔医療臨床診断/治療１）専門家業務完了報告書（和文）  

・ベトナム国遠隔技術を活用した医療人材能力向上体制強化プロジェクト

（遠隔医療臨床診断/治療２）専門家業務完了報告書（和文） 

2 本業務に関する以下の資料が JICA図書館のウェブサイトで公開されていま

す。 

・ベトナム社会主義共和国遠隔技術を活用した医療人材能力向上体制強化プ

ロジェクト詳細計画策定調査報告書 

https://openjicareport.jica.go.jp/928/928/928_123_1000051852.html 

1000051852.pdf 

(3) その他 

1 業務実施契約（単独型）については、単独（１名）の業務従事者の提案を

求めている制度ですので、複数の業務従事者によるプロポーザルは無効と

させて頂きます。 

2 現地業務期間中は安全管理に十分留意してください。現地の治安状況につ

いては、JICAベトナム事務所などにおいて十分な情報収集を行うととも

に、現地業務の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作

業を十分に行うこととします。また、同事務所と常時連絡が取れる体制と

し、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等につい

https://openjicareport.jica.go.jp/928/928/928_123_1000051852.html
https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/1000051852.pdf
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て同事務所と緊密に連絡を取る様に留意することとします。また現地業務

中における安全管理体制をプロポーザルに記載してください。また、契約

締結後は海外渡航管理システムに渡航予定情報の入力をお願いします。詳

細はこちらを参照ください。

https://www.jica.go.jp/about/announce/information/common/2023/20240

308.html 

3 本業務の実施にあたっては、「 JICA 不正腐敗防止ガイダンス」

（http://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf）の趣旨を念頭

に業務を行うこととします。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情

報相談窓口または JICA担当者に速やかに相談してください。 

4 発注者、受注者との間で業務仕様書に記載された業務内容や経費負担の範

囲等について理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得るこ

とができない場合、発注者か受注者のいずれか一方、もしくは両者から、

定められた方法により「相談窓口」に事態を通知し、助言を求めることが

できます。 

5 本業務については先方政府側の対応次第で、渡航時期及び業務内容が変更

となる場合も考えられるため、具体的な渡航開始時期等に関しては JICA と

協議の上決定します。 

6 公示内容の更なる質の向上を目的として、競争参加いただいたコンサルタ

ントの皆様からフィードバックをいただきたいと考えています。つきまし

ては、お手数ですが、ご意見、コメント等をいただけますと幸いです。具

体的には、選定結果通知時に、入力用 Forms をご連絡させていただきます

ので、そちらへの入力をお願いします。 

7 90日を超える派遣においては、公用旅券での入国が必要となります。 

 

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jica.go.jp%2Fabout%2Fannounce%2Finformation%2Fcommon%2F2023%2F20240308.html&data=05%7C02%7CMatsushita.Yuichi%40jica.go.jp%7Cad1d26f47eb246d7d79b08dc8b97a4c5%7Ceba9fc4255884d318a4e6e1bf79d31c0%7C0%7C0%7C638538730614328801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=inp4JO0UTyOF6FBiCs3AlqcrR%2BeK1Sq%2F88%2FHgjr7%2B4c%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jica.go.jp%2Fabout%2Fannounce%2Finformation%2Fcommon%2F2023%2F20240308.html&data=05%7C02%7CMatsushita.Yuichi%40jica.go.jp%7Cad1d26f47eb246d7d79b08dc8b97a4c5%7Ceba9fc4255884d318a4e6e1bf79d31c0%7C0%7C0%7C638538730614328801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=inp4JO0UTyOF6FBiCs3AlqcrR%2BeK1Sq%2F88%2FHgjr7%2B4c%3D&reserved=0
http://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf
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以上 


